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１−２　公共空間としての道路の利活用の拡
大に関する調査研究

既存の道路空間の利活用について、「人」中心の利用

や賑わい空間としての利活用を志向する意識の変化や、

新たなモビリティの登場及び自動運転技術の進展等に対

応した道路利用ニーズの変化など、従来とは異なる大き

な変化が生じつつある。

このため、特に、生活者や民間事業者（モビリティ提

供者や利用者のみならず、都市で活動する様々な民間主

体）の立場から、望ましい道路空間の利活用の姿につい

て検討するとともに、そのような姿を実現するための方

策について、占用制度のあり方や民間事業者への支援の

あり方などを中心に検討する。

１−３�　都市再生に資する道路整備のあり方
に関する検討

従来から「道路を変えて都市を再生する」という活動

指針のもと、「次世代の道路空間活用検討会」の中で、

昨年まで次世代のモビリティの社会実装を実現する上で

あるべき道路空間像として、都市構造を踏まえたニーズ

の変化や新たなモビリティの進出に対応した道路空間の

利活用について検討してきた。

令和３年度は、コロナ禍の影響により変化しつつある

社会像に即した、道路や都市などの社会インフラのある

べき姿や、都市の活性化に向けた街・人・くらしの新た

な仕組みについて検討を行う。

１−４　自動運転・アーバンモビリティ等に
関する調査研究

都市交通の諸課題を解決するため、近年、欧州では公

人口減少、高齢化、インフラの老朽化等、社会が変化

する中、道路交通分野においては、自動運転サービスの

実用化やビッグデータの活用による交通の円滑化、更新

期を迎えた道路と沿道の一体的再生等、新たな展開が求

められている。

こうした状況を踏まえ、令和 3 年度は、中期ビジョン

に基づき、新しい価値を生み出す実験的・先進的な調査

研究に重点的に取り組む。この際、ビジネスモデルの構

築、仕様の標準化、自主研究と受託調査の有機的連携に

留意する。併せて会員サービスの充実に努める。

道路機能の発展に関する調査研究
急速に進展している IT 技術や、国内外の社会情勢を

踏まえ、将来の道路機能の発展の方向性に関する調査研

究を進める。

１−１�　近未来の車・道路と関連産業に関す
る調査研究

自動運転やビッグデータ、AI、5G など、車に関わる

新たな技術が急速に進展するとともに、利用者の需要を

最適化する MaaS の取り組みが進展する中、今後車や

交通の形が大きく変化し、それと相まって地域構造や生

活の仕方も変わっていくことが予想される。こうしたこ

とを踏まえ、近未来に求められる車、道路交通、そして

道路インフラの姿や役割を検討するとともに、新たな関

連産業の創出を展望すべく、賛助会員企業の積極的な参

画を得つつ、引き続き調査研究を進める。
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ンター（以下、「VICS センター」という。）並びに一般

社団法人 UTMS 協会と共同で、道路管理者間で道路交

通情報を共有するための通信仕様を定めた「共通ネット

ワーク仕様書」を策定している。

令和３年度は、VICS サービスの拡充のために国土交

通省等と連携して検討を進める。また、当機構が発行す

る ETC2.0 サービスに関する技術資料について、車両の

運行管理の高度化や道路の維持管理への活用など、プロ

ーブ情報を活用した施策ニーズやサービス拡充の可能性

を踏まえ、改定に向けた検討を行う。

ʢ̎ʣੈ࣍ͷڠௐ *5S ͷ࣮༻Խʹڞ͚ͨಉڀݚ

国総研と当機構を含む民間企業 29 者（32 団体）の体

制に基づく共同研究が、平成 30 年１月にスタートした。

研究項目は、自動運転車両に情報提供することで円滑な

合流を支援するサービス、先読み情報提供サービス、車

両情報を活用した道路管理の高度化の 3 項目であり自動

運転システムの技術検証を行う戦略的イノベーション創

造プログラム（SIP）と連携し、実道路での実験を目指

している。

令和３年度は、令和元年度の成果である路車間通信フ

ォーマットと本線の交通状況を検知するセンサを活用し

たシステムを準備し、SIP と連携して令和 2 年度に実施

する予定であったものの新型コロナウィルス感染症によ

り延期となった東京臨海部の首都高速道路における実証

実験を行い各サービスについて評価する。

ʢ̏ʣ*5S�+BQBO ࣗಈӡసڀݚձɹ

当機構では、ITS Japan が平成 27 年度に立ち上げた

「自動運転研究会」に参加している。研究会では、自動

運転に関する SIP-adus ※の活動情報の共有や提言等を目

的に活動を行っている。

令和３年度は、引き続き研究活動テーマに関し参加者

と連携し、レベル４の自動運転モビリティーサービス実

用化実現に向けた検討を進める。

※  SIP-adus：戦略的イノベーション創造プログラムにお

ける自動運転に関して研究等を行う部門

ʢ̐ʣੈ࣍ंثࡌαʔϏεɾॆ֦༷ɹ

当機構では、国土交通省が推進する ETC2.0 による新

共交通情報の提供、交通管制、物流効率化等を連携して

進めるモビリティ・インテグレーションの取り組みが、

MaaS や自動運転などを活用して計画され、また米国で

は「スマートシティ・パイロット・プロジェクト」とし

てコネクテッド・カーと自動運転技術を連携させる検討

が始まっている。これらの最新情報を収集するための調

査等を実施する。

ʢ̍ʣԤभͷඪ४Խಈͷௐࠪ

CEN/TC278 やその他のアーバン ITS に関連する会

議に出席し、最新の検討状況を調査する。

※  CEN： 欧 州 標 準 化 委 員 会（Comite Europeen de 

Normalisation）

ʢ̎ʣࣗಈӡస *5S ʹؔ͢Δւ֎࣮ଶௐࠪ

自動運転や ITS 等に関する海外の取り組みの最新状

況を把握するための実態調査について、令和３年度も実

施を検討する。

ʢ̏ʣࣗಈӡస૬ஊ૭ޱͷઃஔ

自動運転サービスの実装に興味のある自治体等の埋も

れているニーズを掘り起こすために、これまでの実証実

験で得た知見等を基に、サービスに必要な内容等につい

て、相談窓口サイトを設置し、情報提供を行う。

道路に関する新事業分野の調査
研究・開発及び普及促進

当機構は、高度道路交通システム（ITS）を推進する

ため産学官連携の中核機関としての役割があり、以下の

調査研究事業及び広報活動を推進する。

特に、ETC2.0 に関しては、道路側の通信インフラの

整備と車載器の普及が進展しており、これを活用して道

路交通の円滑化や適正化等を目指した施策の実現に向け

て重点的に取り組む。

２−１　ITS の推進に関する調査研究

ʢ̍ʣੈ࣍ಓ࿏αʔϏεఏڙγεςϜʢεϚʔτΣΠʣ

ͷਪਐ

当機構では一般財団法人道路交通情報通信システムセ
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国際会議へ出席し、関係機関と連携の上、日本の ITS

技術の国際標準規格化に向けて取り組む。

・自動料金収受分科会（WG5）

・商用貨物車運行管理分科会（WG7）

・路車協調 ITS 分科会（WG18）

・モビリティインテグレーション分科会（WG19）

ʢ̏ʣ*5S ηϛφʔͷ։࠵ɹ

ITS セミナーは、賛助会員を中心に ITS に携わる技

術者への最新情報の提供等を目的として、毎年度、関係

省庁及び学識経験者等の協力を得て開催している。

令和３年度も 2 回程度開催するなど、一層の充実を図

る。

ʢ̐ʣ*5S ϋϯυϒοΫͷʹΑΔใൃ৴

当機構は日本の ITS の最新情報について幅広くとり

まとめた「ITS ハンドブック」（和文・英文併記）を作

成している。

この令和３年度は ITS ハンドブック改定を行い、改

定したハンドブックについて、ITS 世界会議等を通じて

国内外に配布し、日本の ITS の取り組みについて情報

発信を行う。

２−４　大学との研究交流

当機構では、ITS 分野の研究交流を各大学と行うこと

とし、平成 20 年度より共同研究を実施してきた。

令和３年度についても、大学との研究交流を推進する。

公益に資する広報活動
ITS 等の新技術や道路行政に関する最新の動向につい

て、理解を広めるための広報活動を行う。加えて、会員

向けの情報提供の充実を図る。

ᶃʮಓ࿏ߦηϛφʔʯͷൃߦʢߏػϗʔϜϖʔδ

ͷࡌܝʣ

道路行政に関する情報提供を目的とした「道路行政セ

ミナー」について、当機構ホームページに掲載する形式

で発行する。

�

たなサービスの一層の普及を図るため、仕様等を策定し

てきたところである。

令和３年度は、様々な用途への対応を目指した

ETC2.0 プ ロ ー ブ デ ー タ の 拡 充 を 中 心 に、 更 な る

ETC2.0 サービスの新たな展開について検討を行う。

２−２　新しい ITS サービス実現を目指した
道路に関する新事業分野の開発等

ʢ̍ʣಛఆϓϩʔϒใΛ׆༻ͨ͠αʔϏεͷݕ౼

ETC2.0 の普及に伴い、プローブ情報を活用したサー

ビスの拡大が期待されている。

令和３年度は、平成 30 年度から開始した ETC2.0 特

定プローブデータを活用したトラック等の運行管理を支

援する「ETC2.0 特定プローブ配信サービス」事業として、

民間事業者への特定プローブデータ提供を引き続き実施

する。

また、すでに実用化している簡易型路側機を活用した

サービスの検討や、ETC2.0 を活用した新サービス等へ

の展開を行う。また、ETC2.0 を活用した路車協調サー

ビスや大型車の走行経路と重量を把握する新サービス等

への展開を想定し、プローブ情報の拡張に関する検討を

行う。

ʢ̎ʣಛघं྆ͷ৽ͨͳొ੍ਪਐͷऔΓΈ

物流生産性の向上のため、令和 2 年 5 月に公布された

改正道路法により創設された特殊車両の新たな登録制度

の円滑な推進と関連産業の開発に積極的に取り組む。

２−３　ITS 普及促進に関する事業

ʢ̍ʣ*5S ੈքձٞͷࢀՃ

ITS 世界会議は、1994 年から毎年、欧州、アジア太

平洋、北米の３地域を持ち回りで開催されている。

令和３年度は 10 月にハンブルグで開催予定であり、

当機構は日本館の道路ブース展示について、国土交通省、

ITS Japan、高速道路会社及び関係団体と連携して実施

する。

ʢ̎ʣຊͷ *5S ٕज़ͷࡍࠃඪ४ԽͷରԠ

令 和 3 年 度 は、 下 記 の ISO/TC204 の 国 内 分 科 会

4WG の事務局として会議運営を行うとともに、4WG の

3



ᶄࢽؔػͷൃߦ

（ⅰ）「TRAFFIC ＆ BUSINESS」の発行

（ⅱ）当機構ホームページによる情報発信

ᶅௐࠪൃڀݚදձɾߨԋձͷ։࠵

当機構の研究成果の発表会及び講演会を開催する。

ᶆಓ࿏ؔ༧ࢉཁ֓ٻཁઆ໌ձͷ։࠵

令和４年度の道路関係予算概算要求概要等についての

説明会を開催し、賛助会員へ情報提供を行う。

受託調査
道路の有するリソース（空間、情報等）と民間の技術

やノウハウを結びつけることによって新しい産業を創出

するという当機構の役割を念頭に、令和 3 年度は、「IT

を活用してインフラを賢く使う」分野、「都市・地域を

再生する」分野の中で実験的・先進的施策の検討や技術

仕様の取りまとめ等を重点として取り組む。

その他
以上の事業のほか、当機構の設立目的を達成するため

に必要な事業を行う。

�

�

4



収支予算書（案）
（正味財産増減計算書ベース）
令和３年４月１日から令和４年３月 31 日まで

（単位：千円）
科　　　目 当年度 前年度 増　減

Ⅰ　一般正味財産増減の部
　１．経常増減の部
　　 ⑴ 経常収益
　　　 ① 基本財産運用益 900 2,000 △ 1,100
　　　　　　　基 本 財 産 受 取 利 息 900 2,000 △ 1,100
　　　 ② 特定資産運用益 9,500 9,500 0
　　　　　　　特 定 資 産 受 取 利 息 9,500 9,500 0
　　　 ③ 受取会費 99,020 100,520 △ 1,500
　　　　　　　賛 助 会 員 受 取 会 費 99,020 100,520 △ 1,500
　　　 ④ 事業収益 400,000 400,000 0
　　　　　　　受 託 事 業 収 益 　400,000 400,000 0
　　　 ⑤ 雑収益 3,350 3,060 290
　　　　　　　受 取 利 息 50 60 △ 10
　　　　　　　雑 収 益 3,300 3,000 300
　　　　経常収益計 512,770 515,080 △ 2,310
　　 ⑵ 経常費用
　　　 ① 調査研究等事業費 452,800 462,500 △ 9,700
　　　　　　研 究 等 委 託 費 41,000 40,200 800
　　　　　　人 件 費 217,400 226,100 △ 8,700
　　　　　　事 務 諸 費 186,800 189,700 △ 2,900
　　　　　　広 報 費 　7,600 6,500 1,100
　　　 ② 管理費 109,600 106,800 2,800
　　　　　　人 件 費 72,400 71,600 800
　　　　　　事 務 諸 費 37,200 35,200 2,000
　　　　経常費用計 562,400 569,300 △ 6,900
　　　　　当 期 経 常 増 減 額 △ 49,630 △ 54,220 4,590
　２．経常外増減の部
　　 ⑴ 経常外収益
　　　　　経常外収益計 0 0 0
　　 ⑵ 経常外費用 　
　　　　　経常外費用計 0 0 0
　　　　　　当期経常外増減額 0 0 0
　当期一般正味財産増減額 △ 49,630 △ 54,220 4,590
　　　　　一般正味財産期首残高　 3,320,115 3,372,822 △ 52,707
　　　　　一般正味財産期末残高　 3,270,485 3,318,602 △ 48,117
Ⅱ　指定正味財産増減の部 　
　　　 ① 基本財産運用益 3 5 △ 2
　　　　　　基本財産受取利息 3 5 △ 2
　　　 ② 一般正味財産への振替額 △ 3 △ 5 2
　　　　　　一般正味財産への振替額 △ 3 △ 5 2
　当期指定正味財産増減額 0 0 0
　　　　　指定正味財産期首残高 50,000 50,000 0
　　　　　指定正味財産期末残高 50,000 50,000 0
Ⅲ　正味財産期末残高 3,320,485 3,368,602 △ 48,117
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収支予算書内訳表（案）
（正味財産増減計算書ベース）
令和３年４月１日から令和４年３月 31 日まで

（単位：千円）

科　　　目

実施事業等会計（公益目的支出）
その他会計

（受託事業）
法人会計
（管理） 合計ITS に関する

調査研究
道路機能の発
展に関する調

査研究　
小計

Ⅰ　一般正味財産増減の部
⒈ 経常増減の部

　　 ⑴ 経常収益
　　　 ① 基本財産運用益 0 0 0 0 900 900
　　　　　　　基 本 財 産 受 取 利 息 0 900 900
　　　 ② 特定資産運用益 0 0 0 0 9,500 9,500
　　　　　　　特 定 資 産 受 取 利 息 0 9,500 9,500
　　　 ③ 受取会費 0 0 0 0 99,020 99,020
　　　　　　　賛 助 会 員 受 取 会 費 0 99,020 99,020
　　　 ④ 事業収益 0 0 0 400,000 0 400,000
　　　　　　　受 託 事 業 収 益 0 400,000 400,000
　　　 ⑤ 雑収益 2,000 0 2,000 1,300 50 3,350
　　　　　　　受 取 利 息 0 50 50
　　　　　　　雑 収 益 2,000 2,000 1,300 3,300
　　　　経常収益計 2,000 0 2,000 401,300 109,470 512,770
　　 ⑵ 経常費用
　　　 ① 事業費 77,800 64,500 142,300 310,500 0 452,800
　　　　　　研 究 等 委 託 費 2,000 5,000 7,000 34,000 41,000
　　　　　　人 件 費 53,600 43,300 96,900 120,500 0 217,400
　　　　　　事 務 諸 費 19,200 11,600 30,800 156,000 0 186,800
　　　　　　広 報 費 3,000 4,600 7,600 0 0 7,600
　　　 ② 管理費 0 0 0 0 109,600 109,600
　　　　　　人 件 費 0 0 0 0 72,400 72,400
　　　　　　事 務 諸 費 0 0 0 0 37,200 37,200
　　　 経常費用計 77,800 64,500 142,300 310,500 109,600 562,400
　　　　　当 期 経 常 増 減 額 △ 75,800 △ 64,500 △ 140,300 90,800 △ 130 △ 49,630
⒉ 経常外増減の部

　　 ⑴ 経常外収益
　　　　　経常外収益計 0 0 0 0 0 0
　　 ⑵ 経常外費用
　　　　　経常外費用計 0 0 0 0 0 0
　　　　　　当期経常外増減額 0 0 0 0 0 0
　当期一般正味財産増減額 △ 75,800 △ 64,500 △ 140,300 90,800 △ 130 △ 49,630
　　　　　　一般正味財産期首残高 △ 62,267 △ 53,796 △ 116,063 244,441 3,191,737 3,320,115
　　　　　　一般正味財産期末残高 △ 138,067 △ 118,296 △ 256,363 335,241 3,191,607 3,270,485
Ⅱ　指定正味財産増減の部
　　　　 ① 基本財産運用益 0 0 0 0 3 3
　　　　　　　基本財産受取利息 0 3 3
　　　　 ② 一般正味財産への振替額 0 0 0 0 △ 3 △ 3
　　　　　　　一般正味財産への振替額 0 △ 3 △ 3
　当期指定正味財産増減額 0 0 0 0 0 0
　　　　　　指定正味財産期首残高 0 50,000 50,000
　　　　　　指定正味財産期末残高 0 0 0 0 50,000 50,000
Ⅲ　正味財産期末残高 △ 138,067 △ 118,296 △ 256,363 335,241 3,241,607 3,320,485
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目的
「ジドサポ」とは、自動運転サービスの地域導入を検討

したい自治体・地域団体・交通事業者向けに、情報提供

やお問い合わせへの対応等、サポートを行うことを目的

とした窓口である。自動運転サービスへの関心やニーズ

の高まり等を受け、（一財）道路新産業開発機構（以下、

HIDO）が事務局となり、開設した。URL は https://

� www.hido.or.jp/jidosapo/ であり、HIDO ホームページ

のトップページ上のリンクからもアクセス可能である

（図１、図２参照）。トップページでは、Web の利点を

活かし、閲覧者が見たい項目に直接アクセスできるよう

にメニューを配置した。具体的には、以下の QR コード

から直接アクセスしてご覧いただきたい。また、「ジド

サポ」開設の告知を行うビラも作成し、関係各所へ配布

中である（図３参照）。

自動運転サービス実装問い合わせ窓口
「ジドサポ」を開設

ࣗಈӡసαʔϏε
ಋೖαϙʔτ

光安　皓
ITS・新道路創生本部　研究員
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図１�　HIDOホームページから「ジドサポ」へのアクセス方法（赤枠をクリックまたは右記QRコードからアクセス）
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主な情報提供内容
「ジドサポ」で提供する主な情報提供内容を図４に示す。

２−１　各種ノウハウの提供

各種ノウハウの提供として、中山間地域をはじめとす

る地方部で自動運転サービスを実装するにあたって、最

� 低限必要となる共通事項を「導入マニュアル」として取

りまとめたものを Web 上で配布している（図５参照）。

その他、実装にあたってのポイントをまとめたページ

や、ユーザの入力値に応じて Web 上でサービスの収支

バランスの試算結果が見られるページ等（図６参照）、

複数のコンテンツを用意している。今後も各種マニュア

ル類の提供を行う予定である。

2 
 

 
図３ 「ジࢻサ࣏」開タをᐉఏするビラ 

 
2 . ࡞ሗᥦ౪ෆᐜ 

「ジࢻサ࣏」で提供するなሗ提供ෆᐜを௨ୗに示す。 

 

図 4 「ジࢻサ࣏」で提供するなሗ提供ෆᐜ 

図３　「ジドサポ」開設を宣伝するビラ

2 
 

 
図㸰 「ジࢻサ࣏」トップ࣌ージ（2021 ᖺ 4 ᭶現ᅾ） 

 
図３ 「ジࢻサ࣏」開タをᐉఏするビラ 

図２　「ジドサポ」トップページ（2021 年 4月現在）
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２−３　運行管理システムの紹介

自動運転サービスの実装にあたっては、現場での運営

や各種サービス提供を支援するプラットフォームとして

運行管理システムを導入することが望ましい。HIDO で

は、SIP 事業（NEDO：自動運転・運転支援に係るアー

キテクチャの設計及び構築のための調査研究）の支援を

受けて開発した運行管理システム「もびすけ」の紹介・

提供も行っている。「もびすけ」は図 7 に示すように、

利用者予約、予約管理、乗降管理、ロケーション管理、

車両監視等の運行管理に必要な機能をパッケージで提供

するプラットフォームであり、地域のニーズに応じて機

能をカスタマイズすることが可能である。

２−２　実装に向けた包括支援

実装に向けた包括支援として、問い合わせ窓口を設置

している。２−１に記載した「導入マニュアル」のみで

は解決できない地域環境や地域ニーズ等を踏まえたノウ

ハウの提供や相談を行うことを目的としている。

2 
 

 
図３ 「ジࢻサ࣏」開タをᐉఏするビラ 

 
2 . ࡞ሗᥦ౪ෆᐜ 
「ジࢻサ࣏」で提供するなሗ提供ෆᐜを௨ୗに示す。 

 

図 4 「ジࢻサ࣏」で提供するなሗ提供ෆᐜ 
図 4　「ジドサポ」で提供する主な情報提供内容
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のを Web ୖで㓄ᕸしている（図㸳ཧ↷）。 
の入ຊ್に応じてࢨージや、ࣘー࣌たࡵイントをまと࣏の、実装にあたってのࡑ Web

ୖでサービス支ࣂランスのヨ⟬⤖ᯝがぢࢀࡽる࣌ージ等、」ᩘのࢥンテンࢶを用ពして

いる。ᚋも各種マニࣗࣝ㢮の提供を行う予ᐃである。 

 

図㸳 自動運転⛣動サービス「導入マニࣗࣝ」のෆᐜ（୍㒊ᢤ⢋） 
 
（㸰）実装にྥけたໟᣓ支援 
実装にྥけたໟᣓ支援として、ၥいྜࡏࢃ❆ཱྀをタ⨨している。（㸯）にグ㍕した「導入
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図５　自動運転移動サービス「導入マニュアル」の内容
　　（一部抜粋）

図６　サービスの収支バランスの試算例
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図㸴 サービスの支ࣂランスのヨ⟬ 

 
 
（㸰）実装にྥけたໟᣓ支援 
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図７ 自動運転サービスၥいྜࡏࢃ❆ཱྀ 
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２−４�　車両提供の斡旋

車両提供の斡旋として、HIDO がこれまで関わりのあ

る車両提供者の紹介を行っている。カートタイプやバス

タイプ等、地域環境や地域ニーズを踏まえ、適切な車両

の選定支援も行う。

２−５�　各種支援制度の紹介

各種支援制度の紹介として、自動運転サービスの実装

に活用可能な国や都道府県が用意する各種支援制度のリ

ストを HIDO で整理している（今後掲載予定）。

既に様々な支援制度が各主体から提供されているが、

それら情報が各省庁や都道府県等の各部局からそれぞれ

発出されており、且つ実装のどのフェーズで活用できる

かが統一的に明示されていないところが課題であると認

識しており、定期的に HIDO が情報整理を行うことで

支援を実施する。

今後の展開
今後も、コンテンツの拡充や時点更新等を随時行い、

自動運転サービスを地域へ導入を検討したい自治体・地

域団体・交通事業者にとって有益な情報を提供していく

予定である。

また、「ジドサポ」では、まとまった情報をホームぺー

ジ上で提供することに加え、ブログや SNS（facebook、

図８参照）といった形式で、最新情報や社会実装地域で

�

の活動報告等も掲載する予定である。それぞれの URL 

は以下の通りである。

ブログ：https://note.com/jidosapo

SNS：�https://www.facebook.com/jidosapoHIDO
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SNS㸸https://www.facebook.com/jidosapoHIDO 
 

 

図㸯㸮 SNS（facebook）での᭱᪂ሗの提供 
 

௨ୖ 

図８　SNS（facebook）での最新情報の提供
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1 はじめに

自動運転については日米欧を中心に活発な状況で多数の
パイロットプロジェクトが立ち上がっている。その背景に
は、 国 連 が 提 唱 す る SDGs（Sustainable Development 
Goals（持続可能な開発目標）の略称）の達成のための 1
要素が自動運転であるからである。発行文献の「デジタル
革命と SDGs と自動運転」（https://www.jstage.jst.go.jp/
article/tits/24/9/24_9_74/_pdf/-char/ja）によると、「SDGs
は、貧困、食料、健康、水、エネルギー、都市、気候変動
など 17 のゴール達成に向けて、人類と各国、地域が取り
組む 21 世紀の壮大なビジョンであり、科学技術への期待
は大きい。この中で自動運転については、交通事故死の半
減、地域の交通アクセス改善等が記載されているが、健康
やエネルギー、都市、気候変動のゴールにも関係している。
自動運転プロジェクトは、産業の国際競争力の強化ととも
に、SDGs に関しても重要な柱をもつ。すなわち都市や地
域社会の再生、高齢化対策等のために、自動車、ドローン、
船など様々なモビリティを地域ニーズに沿って組み合わせ
開発しデザインして多様なサービスを社会実装することで
ある。異なる地域での実証実験のデータや経験の共有、イ
ンパクト分析が重要で、SDGs と自動運転技術やサービス
をパッケージ化して途上国への展開も期待できる。SDGs
が強調するグローバルとローカルの架橋の例になる。
SDGs は、社会と経済と環境が分離できない時代を迎えて、
従来の公共政策や企業戦略、科学技術の価値観と方法に抜
本的な変革を迫っている。国連が最近まとめた「STI for 
SDGs ロードマップ・ガイドブック」はこのための実践的
な示唆を与えてくれる。日本のビジョン「Society 5.0」は、
AI やビッグデータ等の新技術と様々な政策手段を動員し
て、SDGs に類似する課題解決や新しいサービスの実現を
めざす取組みである。先の G20 でも「AI の責任ある開発

及び活用は、SDGs を推進し、持続可能で包摂的な社会を
実現するための原動力となり得る」と決議された。」とある。

また、電気や水素が自動車のエネルギーになると自動運
転の実導入の動向がどうなるのか、それらが地域全体のエ
ネルギーマネージメントに組み込まれるとどうなるのかな
どの見通しの検討も今後必要である。

� インフラサポート型自動運転

現在の自動運転車開発のコンセプトは二通りあり、自立
型とインフラサポート型になると言える。現在最も先を走
っていると言われる米国テスラ社の自動運転は前者（車両
に備えた複数のカメラで状況を把握し AI が判断して自立
走行する車両である）と定義される。他社は前者・後者の
混合と理解できる。後者はクラウドやエッジ・クラウドか
ら無線通信を活用して自動運転走行に必要な情報をもらい
自動運転走行するものである。（ドイツのアウトバーンの
自動運転用標識は前者のサポートと理解できる。）一般的
に自動運転に使われる英語の Autonomous driving ではイ
ンフラサポートを受けない自立運転になり、インフラサポ
ートを受けるようなコネクテッドカーの場合は Automated 
driving と表現することになっているが実際は混乱して使用
されている。現在世界的に自動運転に関するインフラ整備に
関する法規制は明確には進んでいない状況である。法規制に
関しての各国の取り組み姿勢は、米国では連邦政府機関の
USDOT はガイドブック的なものしか規制しない状況であり、
実際の法規制は州がそれぞれ独自に策定している。欧州では、
欧州政府である EC が CID（commission implementation 
decision：旧欧州指令）を出しメンバー各国に対しこれに基
づいて法規制を策定する様に検討をさせ、報告させ、それを
基に Delegated Act（EU 法）を発行し欧州各国の法規制を
している。（EU 法を実施する主な責任は、EU 諸国にあり、

REPORT

欧州のインフラサポート型自動運転「コネクティッド・
協調型・自動運転のモビリティCCAM」の動向
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実施のための統一された条件が必要な分野では、欧州委員会
（または例外的に理事会）が実施法を採択する場合もある。）
また、欧州では、インフラサポート型の自動運転では、SAE
が定義した ODD レベル（OEM がインフラの自動運転対応
状況に無関係に定義したもの）ではなく、ISAD（https://
www.inframix.eu/infrastructure-categorization/#:~:text 
=Levels%20of%20the%20Infrastructure%20Support,is%20
assigned%20to%20Level%20D）のレベル定義を採用する
ことを推奨している。

3 欧州のインフラサポート型自動運転の実導入に向
けた動き

今般、インフラサポート型自動運転の実導入に向け欧州
で体型立ったパブリック・プライベート・パートナーシッ
プ（PPP）プログラムが立ち上がったので情報を整理して
みた。2019 年、欧州委員会は「自動化されたモビリティ
への道：未来のモビリティのための EU 戦略」という通達
で、Connected、Cooperative and Automated Mobility（コ
ネクティッド・協調型・自動運転のモビリティ：CCAM）
のビジョンを提示した。欧州の研究資金提供システムであ
る「Horizon Europe」の下で CCAM に関する European 
Partnership をサポートするため、新しい協会を設立する
こととなった。ここでは、CCAM パートナーシップに貢
献することを約束するすべての利害関係者を集めることを
目的として、メンバーシップの呼びかけが公開された。
Horizon  n Europe とは、955 億ユーロ（約 12 兆円）の予
算で、研究とイノベーションのための EU の主要な資金提
供プログラムである。気候変動に取り組み、国連の掲げる

「SDGs：持続可能な開発目標」の達成を支援し、EU の競争
力と成長を後押しすることとしている。このプログラムは、
グローバルな課題に取り組みながら、EU の政策の策定、
支援、実施におけるコラボレーションを促進し、研究とイ
ノベーションの影響を強化し優れた知識と技術の創造とよ
り良い分散をサポートする。また、雇用を創出し、EU の
人材プールに関与し、経済成長を促進し、産業競争力を促
進し、強化された欧州研究領域内の投資効果を最適化する
ものであり、EU および関連国の法人が参加できるのも特
徴である。この、Horizon  n Europe の下で CCAM に関す
る European Partnership をサポートするため、新しい協
会を設立することになった。CCAM パートナーシップに
貢献することを約束する利害関係者を集めることを目的と
して、メンバーシップの呼びかけが公開された。持続可能
な都市のモビリティにおけるコネクティッド・協調型・自

動運転のモビリティ：CCAM の役割を認識し、関心のあ
る利害関係者を、新しい協会のメンバーにする可能性を評
価することが奨励されている。

� 2021年4月開催のEU CAD CCAMオンライン会議

2021 年 4 月の 20、21、22 日の 3 日間に渡ってオンライ
ン会議が開催され CCAM に関する共通ビジョンの創設、

「2020 年−2050 年」ロードマップ等に関して議論が行われ
たので、その概要をご紹介する。

参加者は約 330 名で 98％が欧州からの参加であった。

（１）CCAM（cooperative、connected and automated 
mobility）は欧州研究イニシアチブ
CCAM は PPP（パブリックプライベートパートナーシ

ップ）として始動することとしている。現状では資金とし
て 500 億円を準備している。詳細は　www.eucad2021.eu 
を参照されたい。欧州委員会 EC は、Horizon Europe の
下で、協調的、接続的、自動化されたモビリティに関する
新しい欧州パートナーシップ（CCAM）を確立すること
としている。 このパートナーシップでは、共通の長期的
な R ＆ I アジェンダを通じて、より良い公的および私的
取り組みを調整し、すべての人にスマートで革新的で持続
可能なモビリティソリューションの実装を加速することを
目的としている。2021 年 4 月 14 日現在で 144 の機関がメ
ンバー登録している。登録に期限は設けていないとのこと
である（図１、２）。

（２）ステークホルダーからの意見表明
ハンブルグ市からは、気象変動に対する CCAM の重要

性を強調し、CEDR （conference of European directors of 
roads：欧州道路局長会議）からは欧州内でのハーモナイ
ゼーション、日米を含む国際協調の重要性を、CLEPA 

（European association of automotive suppliers：欧州自動
車サプライヤー協会）からは AV（自動運転）の public 
acceptance（社会受容）の必要性を強調し、EUCAR2021
議長からは自動運転モビリティの安全性の担保をすべしと
の表明があった。欧州委員会研究コミッショナー（大臣）
からは欧州の AV 競争性の向上が最重要であるとの見解
が示された。
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（３）ホライゾン 2020 からホライゾン・ヨーロッ
パへの移行
Automated Road Transport 資 金 提 供 プ ロ グ ラ ム は

Horizon 2020 を終了し Horizon Europe での資金提供プロ
グラムへ移行している。ステークホルダーからは種々の意見

発表があり、CINEA（European Climate、Infrastructure 
and Environment Executive Agency：欧州気候・インフ
ラ・環境執行機関）が自動運転で気象変動に対抗していく
と表明していた。TNO（応用科学に焦点を当てたオラン
ダの独立した研究組織）はセキュリティの重要性を、

 
「安全性向上、⼯業⼒の強化、環境へのネガティブインパクトの低減、市⺠全員のモビリ
ティの確⽴を⽬標に⾃動運転を通して道路輸送の安全とサステナビリティを欧州主導で実
⾏する」 

 
「CCAM がオーガナイズする 7 個のクラスター：コーディネーション、⾞両技術、バリデ
ーション（検証）、⾞両の輸送システム組込、キーとなるテクノロジー、社会受容と消費
者受容」 
注：図中の SRIA とはサーキュラーエコノミーに関する戦略的研究とイノベーションアジ
ェンダ（SRIA）を指す。 
 

図１

「安全性向上、工業力の強化、環境へのネガティブインパクトの低減、市民全員のモビリティの確立を目標に自動運転を通
して道路輸送の安全とサステナビリティを欧州主導で実行する」

 
「安全性向上、⼯業⼒の強化、環境へのネガティブインパクトの低減、市⺠全員のモビリ
ティの確⽴を⽬標に⾃動運転を通して道路輸送の安全とサステナビリティを欧州主導で実
⾏する」 

 
「CCAM がオーガナイズする 7 個のクラスター：コーディネーション、⾞両技術、バリデ
ーション（検証）、⾞両の輸送システム組込、キーとなるテクノロジー、社会受容と消費
者受容」 
注：図中の SRIA とはサーキュラーエコノミーに関する戦略的研究とイノベーションアジ
ェンダ（SRIA）を指す。 
 

図２

「CCAM がオーガナイズする 7 個のクラスター：コーディネーション、車両技術、バリデーション（検証）、車両の輸送シ
ステム組込、キーとなるテクノロジー、社会受容と消費者受容」
注： 図中の SRIA とはサーキュラーエコノミーに関する戦略的研究とイノベーションアジェンダ（SRIA）を指す。
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POLIS（ヨーロッパの都市と地域の主要なネットワークで
あり、地域の輸送のための革新的な技術とポリシーを開発
するために協力団体）は CCAM プロジェクトに当初から
関わる重要性を表明した。実際、POLIS は、CCAM の分
野で研究と革新を推進するために設立された組織である
CCAM 協会に参加している。CCAM 協会は 4 月 14 日に
最初の総会を開催した。これまでに 144 の組織が CCAM
協会に参加しており、モビリティに関する研究が安全で効
率的な道路輸送を実現するための鍵であるとしている。
CCAM 協会は、CCAM を推進するためにヨーロッパレベ
ルで協力することをいとわない幅広い利害関係者を集める
ことを目的とし、業界、大学、研究機関、サービスプロバ
イダー、協会クラスター、地方および全国レベルの公的機
関が参加している。CCAM パートナーシップにおける
POLIS の役割は、CCAM の分野における研究の優先順位
に関する議論に積極的に関与し、メンバーの都市と地域の
視点を強調し、CCAM パートナーシップ内のモビリティ
スペクトル全体からの利害関係者とさらに協力することに
取り組むとしている。なお、OEM のフォルクスワーゲン
はデータシェアリングのためのデータ様式標準化の重要性
を主張している。

（４）CCAM ビジョンの共有
下記のようなビジョンがステークホルダーから重要であ

ると指摘された。
・信頼できる CCAM をどのように創設できるか
・CCAM が機能できるようにどのようにするか。
・デジタルトランスフォーメーションの道具として

CCAM をどのように位置づけるか（道路局長）
・CCAM でサステナビリティな社会をどのように実現で

きるか
・CCAM に関係するステークホルダー全員の参加が必要
（通信業界など）

・CCAM の欧州内でのインターオペラビリティの確保を
すること

・世界との CCAM のハーモナイゼーションを行うこと
・CCAM データのシェアリングを推進すること（ドライ

ブスウェーデン）
・CCAM のためのデジタルツイン、HD マップの導入を
（ACEA 欧州自動車製造協会）

・欧州内での CCAM 法規のハーモナイゼーションの実現
を

・CCAM への投資の際の留意事項は、「インフラの寿命は
車両の寿命より長い」ことを念頭に正しい投資が重要（道

路局長会議）
また、CCAM 世界動向を説明するセッションが開催され、

日本（葛巻 PD）からは SIP 活動を中心に発表された。

（５）課題抽出のためブレイクアウト・セッション
各種のブレイクアウト・セッションが開催された。ここ

では、「CCAM のためのインフラの重要性」についてのセ
ッションの概要を示す。

（６）MANTRA プロジェクトでは ODD とインフラ
の関係を分析した
このプロジェクトでは、高度に自動化された運転の 5 つ

のユースケースに焦点を当てている。
・高速道路の自動操縦 / 運転手
・公道での高度に自動化された（貨物）車両
・タクシーサービスとしての商用自動運転車
・無人安全トレーラー
・自動化された冬のメンテナンス車両

また、MANTRA では 5 つの作業パッケージに分かれて
活動している。
・プロジェクト管理
・2040 年までの自動化された機能の展開
・自動化機能が原子力規制委員会の政策目標に与える影響
・自動化機能のインフラストラクチャへの影響
・道路事業者コア事業の変化

このプロジェクトは 2018 年 9 月から 2020 年 9 月まで実
行された。

詳細は　https://mantra-research.eu を参照されたい。
MANTRA では OEM が定義した ODD に次頁に示す構

成要素をインフラのアトリビュートとして追加することを
提唱している（図３）。

図中では、構成要素、フィジカルかデジタルインフラか
の区別、静的か動的かの区別を示している。

（７）INFRAMIX プロジェクトではインフラサポ
ート型の実現を推奨した
INFRAMIX プロジェクトは Austria Tech が主導し

2017 年 6 月 1 日から 2020 年 5 月 31 日までの 3 年間実行
され約 500 億円の資金が EC から提供された。このプロジ
ェクトでは OEM が推奨する ODD 定義に留まらず、新た
にインフラサポート型の自動運転を定義することを提唱し、
成果として、インフラ側から見た自動運転の課題・観点を
整理した。シーメンス、トムトムや BMW も参加した官
民合同プロジェクトといえる（図４、５）。
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ʀ道路ࣆ業者コアࣆ業のร化 
͞のϕロジェクトは ���� ೧ � ݆͖Δ ���� ೧ � ݆Ήで実⾏͠Ηͪ。 
ࡋは KWWSV���PDQWUD�UHVHDUFK�HX をࢂল͠Ηͪ͏。 
     
MA17RA では 2(M がఈٝしͪ 2'' にԾ図にࣖすߑགྷોをインϓラのアトリビュー
トとして௧Յする͞とをして͏る。 

 
図中では、ߑགྷો、ϓィジΩϩ͖デジタϩインϓラ͖のۢพ、੫的͖動的͖のۢพをࣖ
して͏る。 
 
4.4.2 INFRAMIX プロジェクトではインフラサポート型の実現を推奨した 
 
I1)RAMI; ϕロジェクトは AXVWULD 7HFK が主導し ���7 ೧ � ݆ � ೖ͖Δ ���� ೧ � ݆ ��
ೖΉでの � ೧ؔ実⾏͠Η༁ ��� Աԃのۜࣁが (C ͖Δ͠ڛΗͪ。͞のϕロジェクトでは
2(M がਬওする 2'' ఈٝにཻΉΔͥ、ͪにインϓラサϛートܗの⾃動運転をఈٝす
る͞とをし、Վとして、インϓラଈ͖Δͪݡ⾃動運転の՟ୌʀ؏఼をཀྵしͪ。シ
ーϟンス、トムトムΏ %M: ࢂՅしͪ⺠ׯಋϕロジェクトと͏͓る。 

図 3

 

 
͞のϕロジェクトでは、عଚ道路標ࣟはҲൢ⾞と⾃動運転⾞๏に༙ްで͍る͖検౾し、
ͨの݃Վとして⾃動運転⾞Ϫーン༽標ࣟҌし実証実ݩを実ࢬしͪとの͞とで͍ͮͪ。 

 
タイムάϡρϕ導にΓΕ道路容ྖを̓̎ˍ強化ड़པ、ダイナミρクଐౕݸにΓΕ道路
ްིを̏̒ˍրવड़པ（⾃動運転のׄർが低͚て༙ް）、ਬওଐౕをڛする͞とで
安全性が向上しͪが、ਬওϪーンรߍๅڛは道路ཤ༽ްིが低Ծすると͠Ηͪ。͏ͥ
ΗにͦΓ、コネクテρχΩーܗ⾃動運転⾞はͨのׄർが低͚とインϓラଈのύーχΤ

図 4
 

 
͞のϕロジェクトでは、عଚ道路標ࣟはҲൢ⾞と⾃動運転⾞๏に༙ްで͍る͖検౾し、
ͨの݃Վとして⾃動運転⾞Ϫーン༽標ࣟҌし実証実ݩを実ࢬしͪとの͞とで͍ͮͪ。 

 
タイムάϡρϕ導にΓΕ道路容ྖを̓̎ˍ強化ड़པ、ダイナミρクଐౕݸにΓΕ道路
ްིを̏̒ˍրવड़པ（⾃動運転のׄർが低͚て༙ް）、ਬওଐౕをڛする͞とで
安全性が向上しͪが、ਬওϪーンรߍๅڛは道路ཤ༽ްིが低Ծすると͠Ηͪ。͏ͥ
ΗにͦΓ、コネクテρχΩーܗ⾃動運転⾞はͨのׄർが低͚とインϓラଈのύーχΤ

図 5
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このプロジェクトでは、既存道路標識は一般車と自動運
転車双方に有効であるか検討し、その結果として自動運転
車レーン用標識も提案し実証実験を実施したとのことであ
った（図５）。

タイムギャップ導入により道路容量を 50％強化出来、
ダイナミック速度制限により道路効率を 14％改善出来（自
動運転の割合比が低くても有効）、推奨速度を提供するこ
とで安全性が向上したが、推奨レーン変更情報提供は道路
利用効率が低下するとされた。いずれにせよ、コネクテッ
ドカー型自動運転車はその割合比が低くともインフラ側の
ハードウェア（可変表示板やセンサー類）の数を低減でき、
安価で保守が楽な道路交通管理運用にも有効との認識も示

された（図６）。
また、プロジェクトの成果として ISAD（インフラサポ

ート型自動運転のクラス定義）の定義を推奨し、自動運転
用インフラのクラス定義の案を A から E の 5 段階で提示
した。E は典型的な現状インフラとし A は協調型自動運
転に最適化したインフラと定義した。これをガイド的支援
材料とすることにより道路管理者は自動運転をサポートす
るための重点的投資が可能となる。（手動から自動運転車
への移行時の混在環境においてこれは重要である。）この
ISAD 定義は後述する欧州自動運転ロードマップにも採用
されインフラサポート型自動運転の定義に活用されている

（図７）。

 

 
͞のϕロジェクトでは、عଚ道路標ࣟはҲൢ⾞と⾃動運転⾞๏に༙ްで͍る͖検౾し、
ͨの݃Վとして⾃動運転⾞Ϫーン༽標ࣟҌし実証実ݩを実ࢬしͪとの͞とで͍ͮͪ。 

 
タイムάϡρϕ導にΓΕ道路容ྖを̓̎ˍ強化ड़པ、ダイナミρクଐౕݸにΓΕ道路
ްིを̏̒ˍրવड़པ（⾃動運転のׄർが低͚て༙ް）、ਬওଐౕをڛする͞とで
安全性が向上しͪが、ਬওϪーンรߍๅڛは道路ཤ༽ްིが低Ծすると͠Ηͪ。͏ͥ
ΗにͦΓ、コネクテρχΩーܗ⾃動運転⾞はͨのׄർが低͚とインϓラଈのύーχΤ

図 6
ェア（Նรනࣖ൚Ώιンサーྪ）の਼を低減で͘、安Ճでฯगがֺな道路ި通؇ཀྵ運༽に
༙ްとのࣟࣖ͠Ηͪ。 

 
 Ήͪ、ϕロジェクトのՎとして ISA'（インϓラサϛートܗ⾃動運転のクラスఈٝ）の
ఈٝをਬওし、⾃動運転༽インϓラのクラスఈٝのҌを A ͖Δ ( の � ஊでࣖしͪ。 
( はఱܗ的なݳয়インϓラとし A はڢܗ⾃動運転に࠹న化しͪインϓラとఈٝしͪ。 
͞Ηをガイχ的ࢩԋࡒྋとする͞とにΓΕ道路؇ཀྵ者は⾃動運転をサϛートするͪΌの॑
఼的౦ࣁがՆとなる。（घ動͖Δ⾃動運転⾞へのҢ⾏࣎のࠠࡑ環境に͕͏て͞Ηは॑གྷ
で͍る。）͞の ISA' ఈٝはޛफ़する欧州⾃動運転ローχϜρϕにࡀ༽͠Ηインϓラサϛ
ートܗ⾃動運転のఈٝに༽͠Ηて͏る。 
 
4.4.�. '* M29( Ԧय૱͖ۃΔ &&AM સൢͶͯ͏ͱઈ 
 
'* M29(「欧州モビリティ͕Γ;輸送૱ۃ」は、欧州࿊಼の輸送を୴する欧州җ員
会の૱ۃで͍る。'* M29( は、���� ೧ � ݆ �7 ೖにエネϩάーがׄ͠Ηてし͏
'*(QHU をܙしͪと͘にઅ͠ΗͪܨҤをͯ࣍。'* M29( にΓΗͻ、ࠕೖの⾞両はす
でにંକ͠Ηͪデバイスで͍Ε、ඉにۛ͏গཔ、ͨΗΔは૮ޕにં૮ࡠޕ༽し、道路
インϓラストラクοϡと૮ࡠޕ༽するとして͏る。͞の૮ࡠޕ༽は、ڢܗ߶ౕ道路ި
通システム（C�I7S）のχϟインで͍Ε、道路ཤ༽者とި通؇ཀྵ者がๅを༙ڠし、ͨΗ
を࢘༽して⾏動をで͘るΓ͑にす΄͘で͍Ε、⾞両͕ؔΓ;⾞両と輸送インϓラؔの
デジタϩંକにΓͮてՆになる͞のڢགྷોは、χライバーがਜ਼し͏݀ఈをԾし、ި通
য়ڱにనԢするのをࢩԋする͞とにΓΕ、ި通安全、ި通ްི、͕Γ;運転のչన͠を
にրવする͞とがغଶ͠Ηるとして͏る。গཔの⾃動運転⾞の安全性を߶Ό、輸送シス
テム全ରに全に౹するには、⾞両、インϓラストラクοϡ、ͨのଠの道路ཤ༽者ؔの
コミュωίーション॑གྷで͍るとし、ڢ、ંକ、͕Γ;⾃動化は、ึ的なテクノロ
ジーͫ͜ではな͏し、͏ޕにึ強しؔ࣎、͏のܨգととに全に༧す΄͘で͍ると
して͏る。 

図７
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（８）DG MOVE 欧州総局から CCAM 全般につい
て説明
DG MOVE「欧州モビリティおよび輸送総局」は、欧州

連合内の輸送を担当する欧州委員会の総局である。DG 
MOVE は、2010 年 2 月 17 日にエネルギー局が分割され
て新しい DGEner を形成したときに創設された経緯を持
つ。DG MOVE によれば、今日の車両はすでに接続され
たデバイスであり、非常に近い将来、それらは相互に直接
相互作用し、道路インフラストラクチャとも相互作用する
としている。この相互作用は、協調型高度道路交通システ
ム（C-ITS）のドメインであり、道路利用者と交通管理者
が情報を共有し、それを使用して行動を調整できるように
すべきであり、車両間および車両と輸送インフラ間のデジ
タル接続によって可能になるこの協調要素は、ドライバー
が正しい決定を下し、交通状況に適応するのを支援するこ
とにより、交通安全、交通効率、および運転の快適さを大
幅に改善することが期待されるとしている。将来の自動運
転車の安全性を高め、輸送システム全体に完全に統合する
には、車両、インフラストラクチャ、その他の道路利用者
間のコミュニケーションも重要であるとし、協調、接続、
および自動化は、補完的なテクノロジーだけではないし、
互いに補強し合い、時間の経過とともに完全に融合すべき
であるとしている。
「欧州委員会は 2016 年 11 月 30 日、協調型高度道路交

通システム（C-ITS）に関する欧州戦略を採択した。これは、
協調型、接続型、自動化されたモビリティに向けた画期的
なイニシアチブである。C-ITS 戦略の目的は、2019 年以

降に成熟した C-ITS サービスの展開を確認す  るために、
EU 全体での投資と規制の枠組みの収束を促進する。これ
には、公的および民間投資家の法的確実性を確保するため
の 2018 年までの EU レベルでの適切な法的枠組みの採用、
プロジェクトへの EU 資金の利用可能性、C-ITS プラット
フォームプロセスの継続、および他の主要地域との国際協
力が含まれる。協調型、接続型、自動運転車に関連するす
べての側面で世界の また、C-ROADS プラットフォーム
との、実践による学習アプローチでの継続的な調整も含ま
れる。2019 年 3 月 13 日、欧州委員会は、影響評価に裏付
けられた、C-ITS の提供に関する仕様に関する委任された
規制を採択した。」としている。CCAM は欧州４総局の活
動であり、WG1「CCAM 欧州 R&I アジェンダの開発」を
創設し実行していくとのことである。

CCAM の基となる C-ITS に関しては、実用化に向けイ
ンターオペラビリティ、信頼度、スケールアップ向上に向
けた行動を示す。C-ROAD プラットフォームを活用して、
ITS エキスパートの参画を促し、欧州セキュリティ・クレ
デンシャル・システムを構築し、約 50 万台のスケールで
実行したとのことである（図８）。

DG MOVE としては、スマートモビリティの重要な役
目を果たすのはフィジカル・デジタル・インフラと協調
ITS であり、インフラへの投資は重要である。そのために
は、CCAM パートナーシップを通じ開発と導入の効率的
連携、官民データシェアリングによる投資の加速が重要で
あると強調した（図９）。

 
「欧州җ員会は ���� ೧ �� ݆ �� ೖ、ڢܗ߶ౕ道路ި通システム（C�I7S）に関する欧
州戦略をࡀしͪ。͞Ηは、ڢܗ、ંକܗ、⾃動化͠Ηͪモビリティに向ͪ͜ժغ的な
イωシアοブで͍る。C�I7S 戦略の⽬的は、���� ೧Ґ߳にज़しͪ C�I7S サービスのఴ
を確するͪΌに、(8 全ରでの౦ࣁとوの組Ίのफをଇする。͞Ηには、ޮ
的͕Γ;⺠ؔ౦ࣁՊの๑的確実性を確ฯするͪΌの ���� ೧Ήでの (8 Ϫベϩでのనな
๑的組Ίのࡀ༽、ϕロジェクトへの (8 のཤ༽Ն性、C�I7Sۜࣁ ϕラρトϓΧームϕ
ロιスのܩକ、͕Γ;ଠの主གྷஏҮとのڢࡏࠅ⼒がΉΗる。ڢܗ、ંକܗ、⾃動運転
⾞に関࿊するす΄てのଈでֆの Ήͪ、C�R2A'S ϕラρトϓΧームとの、実ભにΓ
るָसアϕローοでのܩକ的なΉΗる。���� ೧ � ݆ �� ೖ、җ員会は、ӪڻՃ
にཬ͜ΔΗͪ、C�I7S のڛに関する༹に関するҗ͠Ηͪوをࡀしͪ。」とし
て͏る。CCAM は欧州̒૱ۃの動で͍Ε、:*̏「CCAM 欧州 R	I アジェンダの
」をઅし実⾏して͏͚との͞とで͍る。 

 
CCAM のخとなる C�I7S に関しては、実༽化に向͜インターオϘラビリティ、৶བౕ、
スίーϩアρϕ向上に向ͪ͜⾏動をࣖす。C�R2A' ϕラρトϓΧームを༽して、I7S エ
キスパートのࢂժをଇし、欧州ιキュリティʀクϪデンシϡϩʀシステムをߑし、༁̓
̎ຬୈのスίーϩで実⾏しͪとの͞とで͍る。 

 

図８
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� ERTRAC策定の自動運転ロードマップについて

ERTRAC が策定している欧州自動運転の「2020 年−2050
年」ロードマップにも CCAM を盛り込んでいる。ERTRAC
とは European Road Transport Research Advisory 

Council：欧州道路輸送研究諮問委員会であり、道路輸送
に関するヨーロッパの組織であり、消費者、自動車メーカ
ーなど、道路輸送の利害関係者を含むものである。５月４
日に最新版ロードマップに向けた作業内容の説明がオンラ
インで行われたので概要スライドを中心に紹介する。

'* M29( としては、スϜートモビリティの॑གྷなༀ⽬をՎͪすのはϓィジΩϩʀデジタ
ϩʀインϓラとڢ I7S で͍Ε、インϓラへの౦ࣁは॑གྷで͍る。ͨのͪΌには、CCAM
パートナーシρϕを通ͣと導のްི的࿊ׯ、ܠ⺠データシェアリンήにΓる౦ࣁの
Յଐが॑གྷで͍ると強しͪ。 
 

�. (R7RA&  ఈのࣙಊӣローχϜρプͶͯ͏ͱࡨ

 
(R7RAC がࡨఈして͏る欧州⾃動運転の「���� ೧����� ೧」ローχϜρϕに CCAM を
Ε込Ξで͏る。(R7RAC とは (XURSHDQ RRDG 7UDQVSRUW RHVHDUFK AGYLVRU\ CRXQFLO：欧
州道路輸送研究ࣀҗ員会で͍Ε、道路輸送に関するϦーロρパの組৭で͍Ε、消費者、
⾃動⾞ϟーΩーなʹ、道路輸送のཤ֒関ܐ者をので͍る。� ݆ � ೖに࠹൝ローχ
Ϝρϕに向ͪ͜ࡠ業಼容のઈがオンラインで⾏ΚΗͪので֕གྷスライχを中ৼに়ղす
る。 
 

 
「���� ೧ �� ݆࠷༩ఈの I7S ֆ会٠でのනに向͜ࡨఈして͏る࠹൝バージョン
��� では⾃動運転ローχϜρϕ全ର֕གྷを়ղして͏る」 

　「2021 年 10 月開催予定の ITS 世界会議での発表に向け策定している最新版バージョン 9.0 では自動運転ロードマップ全
体概要を紹介している」

 
「欧州җ員会は ���� ೧ �� ݆ �� ೖ、ڢܗ߶ౕ道路ި通システム（C�I7S）に関する欧
州戦略をࡀしͪ。͞Ηは、ڢܗ、ંକܗ、⾃動化͠Ηͪモビリティに向ͪ͜ժغ的な
イωシアοブで͍る。C�I7S 戦略の⽬的は、���� ೧Ґ߳にज़しͪ C�I7S サービスのఴ
を確するͪΌに、(8 全ରでの౦ࣁとوの組Ίのफをଇする。͞Ηには、ޮ
的͕Γ;⺠ؔ౦ࣁՊの๑的確実性を確ฯするͪΌの ���� ೧Ήでの (8 Ϫベϩでのనな
๑的組Ίのࡀ༽、ϕロジェクトへの (8 のཤ༽Ն性、C�I7Sۜࣁ ϕラρトϓΧームϕ
ロιスのܩକ、͕Γ;ଠの主གྷஏҮとのڢࡏࠅ⼒がΉΗる。ڢܗ、ંକܗ、⾃動運転
⾞に関࿊するす΄てのଈでֆの Ήͪ、C�R2A'S ϕラρトϓΧームとの、実ભにΓ
るָसアϕローοでのܩକ的なΉΗる。���� ೧ � ݆ �� ೖ、җ員会は、ӪڻՃ
にཬ͜ΔΗͪ、C�I7S のڛに関する༹に関するҗ͠Ηͪوをࡀしͪ。」とし
て͏る。CCAM は欧州̒૱ۃの動で͍Ε、:*̏「CCAM 欧州 R	I アジェンダの
」をઅし実⾏して͏͚との͞とで͍る。 

 
CCAM のخとなる C�I7S に関しては、実༽化に向͜インターオϘラビリティ、৶བౕ、
スίーϩアρϕ向上に向ͪ͜⾏動をࣖす。C�R2A' ϕラρトϓΧームを༽して、I7S エ
キスパートのࢂժをଇし、欧州ιキュリティʀクϪデンシϡϩʀシステムをߑし、༁̓
̎ຬୈのスίーϩで実⾏しͪとの͞とで͍る。 

 
図９
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     「߶ଐ道路Ώモビリティ͖Δ࢟ΌգஏへとϤースίースを֨して⾏͚」 

 
「ૺ⾏ଐౕとި通シナリオの͠ࡸにΓΕ実導に向༹͜ʓなϤースίー
スをఈ」 

 

「高速道路や新モビリティから始め過疎地へとユースケースを拡大して行く」

 
     「߶ଐ道路Ώモビリティ͖Δ࢟ΌգஏへとϤースίースを֨して⾏͚」 

 
「ૺ⾏ଐౕとި通シナリオの͠ࡸにΓΕ実導に向༹͜ʓなϤースίー
スをఈ」 

 

「走行速度と交通シナリオの複雑さにより実導入に向け様々なユースケースを想定」
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「コリχーΏ߶ଐ道路に関するϤースίースを⾞両とインϓラにྪ」 

 
 「߶ଐ道路Ώյ࿕（コリχー）でのϤースίースのローχϜρϕ：インϓラサϛートで
⾃動運転のज़ౕが化すると༩」 

「コリドーや高速道路に関するユースケースを車両とインフラに分類」

 
「市෨Ώள⾞なʹのถؔۯ࠱でのϤースίースを⾞両とインϓラにྪ」 

 
 「ள⾞なʹถؔۯ࠻での低ଐϤースίースのローχϜρϕ」 

 

「都市部や駐車場などの閉鎖空間でのユースケースを車両とインフラに分類」

 
「コリχーΏ߶ଐ道路に関するϤースίースを⾞両とインϓラにྪ」 

 
 「߶ଐ道路Ώյ࿕（コリχー）でのϤースίースのローχϜρϕ：インϓラサϛートで
⾃動運転のज़ౕが化すると༩」 

「高速道路や回廊（コリドー）でのユースケースのロードマップ：インフラサポートで自動運転の熟度が進化すると予想」
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6 終わりに

CCAM や欧州自動運転ロードマップに関しては本年 10
月ハンブルグで開催予定の ITS 世界会議でも情報収集を
予定しており最新情報をお伝えして行きたいと考えている。

 
「市෨Ώள⾞なʹのถؔۯ࠱でのϤースίースを⾞両とインϓラにྪ」 

 
 「ள⾞なʹถؔۯ࠻での低ଐϤースίースのローχϜρϕ」 

 
「過疎地のユースケースのロードマップ」

 
「市෨Ώள⾞なʹのถؔۯ࠱でのϤースίースを⾞両とインϓラにྪ」 

 
 「ள⾞なʹถؔۯ࠻での低ଐϤースίースのローχϜρϕ」 

 

「駐車場など閉塞空間での低速ユースケースのロードマップ」
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ॿձһืूͷ͝Ҋࢍ

■　賛助会員の特典　■
１．研究活動への参加 
　当機構が調査研究を実施していくうえで必要な以下の各種研究会等へ参加が可能
（１）新道路利活用研究会（毎年２テーマ程度を２〜３年継続実施）
　　　・物流の効率化・合理化に資する安全で賢い道路利用に関する調査研究部会
（２）次世代道路空間活用検討会
　　　・次世代モビリティ WG
　　　・都市再生 WG
　　　・地方創生 WG
（３）発話型車載器サービス検討会
（４）車利用型 EMV 決済サービスの活用検討（駐車場・ドライブスルー）
（５）海外調査団

２．情報バンクの利用 
　当機構が実施した多様な研究成果等について、ホームページから閲覧することが可能

３．広報誌等の発行 
（１）機関誌「トラフィック & ビジネス」の発行（季刊）
　　 　当機構の主要行事、業務、国土交通省等国の施策で当機構の業務と関連のあるもの及び賛助会員の関心があると思われ

る新技術、新サービス等について紹介、提供
（２）ITS ハンドブック等の発行
　　　ITS に関する総合情報誌として随時提供

４．説明会・講演会等の開催 
（１）調査研究発表会（毎年６月頃実施）
　　　当機構が実施した調査研究の内容を発表
（２）講演会（毎年随時）
　　　時宜にかなったテーマについて、学識経験者等による講演の実施
（３）道路関係予算概算要求概要等説明会（毎年９月頃実施）

５．海外情報等 
　　ITS の国際標準化機関である ISO の技術委員会 TC204 の国内分科会の分科会長や事務局としての活動について情報提供

６．研修の実施 
 　ITS に携わる人材育成支援等のため、異分野の技術を中心に行政サイドの最新情報等を短期間に修得することを目的とした

「ITS セミナー」（年２回）を開催
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１．HIDO のミッション 

（1）HIDO のミッション 

組織の目的である「道路に関連する新しい産業の
実現」に向け、新たな価値を生み出し、社会に提
供する 

（2）具体的な内容 

① 道路の有するリソース（情報、空間等）と民間
の有する技術・ ノウハウ（通信技術、データ処
理技術、都市開発ノウハウ等）とを結び付け新
たな価値を生み出す 

② 新たな価値を社会へ提供するための枠組み（ビ
ジネスモデル）を構築する 

③ 必要となる仕様の標準化 / 共通化を進める 

２．HIDO の特徴 

（1）組織の性格

① 多様な業種にまたがる有力企業によって支えら
れている 

②財団法人としての中立性を有している 

（2）調査研究能力

① 情報ハイウェイや ETC など、新産業創出や官民
連携の実績・ノウハウを有している

② 多様な人材（土木 / 電気通信 / 自動車 / 都市開発、
民間 / 行政経験）を有している 

③ 自主研究調査と受託調査双方の実績を有し、活
用できる 

３．活動の基本方針 
HIDO のミッション、特徴を踏まえ、活動方針を以下の通りとしています。

（1） 新しい価値を生み出す実験的・先進的な調査
研究に重点

　　・多様な分野の専門家の活用
　　・自主研究と受託研究との有機的連携

（3） インフラ分野での国際競争激化を踏まえ、国
際対応を強化

　　・ 海外情報の収集・分析 
　　・ 我が国の技術の国際標準化の支援  

（2） ビジネスモデルの構築 / 仕様の標準化等によ
り成果を具体化

　　・ 新たな価値を社会へ提供するための枠組み（ビ
ジネスモデル）の構築 

　　・必要となる仕様の標準化・共通化の推進  

（4） 会員向けサービスを充実

　　・ 賛助会員企業の皆様のご意見・ご要望等の財
団運営への反映

　　・ 各種講演会、調査研究発表会、ITS セミナー
等の充実

　　・ 現地視察等の開催 

■　（参考）機構の概要　■
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第 26 回理事会が令和３年３月 11 日（木）に開催（WEB 会議）され、次のとおり決議、報告されました。
決議事項
　第１号議案「令和３年度事業計画承認の件」について、原案のとおり承認可決されました。
　第２号議案「自主研究等基金取り崩し承認の件」について、原案のとおり承認可決されました。
　第３号議案「令和３年度収支予算承認の件」について、原案のとおり承認可決されました。
　第４号議案「臨時評議員会招集及び提出議題承認の件」について、原案のとおり承認可決されました。
報告事項
　１　「令和２年度事業実施見込み報告及び職務執行状況報告の件」について報告し、了承されました。
　２　「令和２度決算見込み報告の件」について報告し、了承されました。
　３　「国際標準化作業に垣間見る ITS の世界動向」について報告いたしました。

令和２年度臨時評議員会が令和３年３月 26 日（金）に開催され、次のとおり決議、報告されました。
決議事項
　第１号議案「理事選任の件」について、原案のとおり理事に吉村和幸氏、蓬田倫也氏が選任され、就任いたしました。
　第２号議案「定款変更の件」について、原案のとおり承認可決されました。
報告事項
　１　「令和２年度事業実施見込みの件」について報告し、了承されました。
　２　「令和３年度事業計画の件」について報告し、了承されました。
　３　「令和２年度決算見込みの件」について報告し、了承されました。
　４　「自主研究等基金取り崩しの件」について報告し、了承されました。
　５　「令和３年度収支予算の件」について報告し、了承されました。
　６　「国際標準化作業から垣間見る ITS の世界動向」について、報告しました。

※新評議員・役員名簿は、当機構ホームページ（https://www.hido.or.jp）に掲載しております。
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★本誌掲載記事の無断複製をお断わりします。

（令和3年6月18日）

　【辞職】
　３月 31 日付

ITS・新道路創生本部長 北
きた

澗
ま

　弘
ひろ

道
みち

ITS・新道路創生本部 プロジェクトリーダー 八
や

木
ぎ

　真
まさ

如
ゆき

　　　　  同 調査役 小
こ

西
にし

　茂
しげる

　　　　  同 副調査役 レーグェンゴックルアット

　　　　  同 研究員 須
す

賀
が

原
はら

　将
しょうた

太

　　　　  同 研究員 椎
しい

谷
や

　亮
りょうへい

平

　【新任】
　４月１日付

ITS・新道路創生本部長 藤
ふじ

井
い

　和
かず

久
ひさ

　　　　  同 調査役 出
で

口
ぐち

　直
なお

樹
き

　　　　  同 副調査役 喜
き

納
な

　正
まさ

陽
や

　　　　  同 研究員 金
かな

井
い

　翔
しょうや

哉

　　　　  同 研究員 内
うち

田
だ

　昂
こう

希
き

役職員の人事異動
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